
岩手県伝統野菜等の種子の保存に関する要領 
 

農園第 557号 

制定 令和３年３月 30 日 

改正 令和３年 11 月 18 日 
 

第１ 目的 

この要領は、岩手県主要農作物等の種子等に関する条例（令和３年条例第 27号）第 10条

に規定する伝統野菜等の種子の保存に関し、必要な事項を定めるものとする。 

 

第２ 定義 

  この要領において、「伝統野菜等」とは、稲、大麦、小麦、大豆、そば、雑穀、野菜、果

樹及び花きのうち本県において伝統的に栽培されてきた在来種（遺伝子組換え生物等の使用

等の規制による生物の多様性の確保に関する法律（平成 15年法律第 97号）第２条第２項に

規定する遺伝子組換え生物等及び異なる品種を交配した一代雑種を除く。）をいう。 

 

第３ 伝統野菜等の調査 

１ 農産園芸課総括課長は、様式により種子を保存しようとする伝統野菜等の調査を実施す

る。 

 ２ 調査を実施する伝統野菜等は、別表１の要件を満たすものとする。 

 

第４ 伝統野菜等保存検討会議の開催 

種子を保存しようとする伝統野菜等の決定についての意見を聴くため、岩手県伝統野菜等

保存検討会議（以下「会議」という。）を開催する。 

 

第５ 会議 

１ 会議の参集範囲は、別表２に掲げる者とする。 

２ 別表２に掲げる者の他、必要に応じ、当該案件に関係する者の出席を求めることができる。 

３ 会議は、岩手県農林水産部農政担当技監が議長となる。ただし、議長に事故があるとき

は、岩手県農林水産部農産園芸課総括課長がその職務を代理する。 

 

第６ 協議事項 

会議は、次に掲げる事項を協議する。 

⑴ 伝統野菜等の決定基準に関する事項 

⑵ 種子を保存する伝統野菜等の決定に関する事項 

⑶ その他必要事項 

 

第７ 伝統野菜等の種子の保存 

伝統野菜等の種子は岩手県農業研究センター（県北農業研究所）で保存する。 

 

第８ その他 

この要領に定めるもののほか、この要領の運用に関し必要な事項は、別に定めるものとす

る。 
  

附 則 

この要領は、令和３年４月１日から施行する。 

この要領は、令和３年 11月 18日から施行する。 



別表１（第３の２関係） 

 

伝統野菜等の要件 

項 目 要 件 

来 歴 概ね 100年前から栽培されていること 

特 性 固有の特性が明確になっていること 

来歴の根拠資料 来歴の根拠となる資料が存在すること 

 

 

 

別表２（第５の１関係） 

 

参集範囲 

所       属 職   名 

全国農業協同組合連合会岩手県本部 営農支援部長 

全国農業協同組合連合会岩手県本部 米穀部長 

全国農業協同組合連合会岩手県本部 園芸部長 

公益社団法人岩手県農産物改良種苗センター 専務理事 

岩手県農林水産部 農政担当技監 

岩手県生物工学研究所 所長 

岩手県農業研究センター 所長 

岩手県農業研究センター県北農業研究所 所長 

岩手県農林水産部農業普及技術課 総括課長 

岩手県農林水産部農産園芸課 総括課長 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



様式（第３の１関係） 

 

種子を保存しようとする伝統野菜等の調査報告 

 

                        報告者所属               

                        報告者氏名               

項目 回答 

名称  

特性・特徴 色・形状： 

 

食味・食感： 

 

用途（調理方法含む）： 

 

その他： 

 

栽培市町村及び 

地域名 

 

栽培農家数        名 

栽培面積        ａ 

生産量        kg 

種子の生産・入手方法 

※該当するものに〇を

記入 

 

・自家採種（ 個人 ・ 組織 ）  ・購入（購入先：          ） 

 

権利の有無 

※該当するものに〇を

記入 

 

・商標登録   ・地域団体商標登録   ・その他（        ） 

 

来歴・根拠 

※生産の歴史的由来及

びそのことが記載さ

れている文献名等を

記入し、文献等の写

しを添付（写真可） 

 

県への種子の譲渡 

※該当するものに〇を

記入 

 

・無償譲渡   ・有償譲渡（価格：   円/100ml）   ・譲渡不可 

 

問い合わせ先 

 

住所： 

代表者等氏名： 

電話番号： 

 

 


